
議案番号 議　　　案　　　名 議　　案　　の　　要　　旨 結　　果

第１回定例会の議案の審議結果 第１回定例会には新規67件の議案が提出され、先の定例会で継続となった１件と合わせて審議した
結果、可決35件、承認１件、同意17件、継続11件、撤回４件となりました。

 第113号 国分寺市子どもの権利と未来を守ろう条例について 「児童の権利に関する条約」の理念のもと、子どもの権利を守るとともに未来を担う子どもがいきいきと 継　続 
   元気に過ごせるまちの実現を目指し、子育ち支援を推進するため制定する。

 第1号 平成22年度国分寺市一般会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ411億1,300万円と定める。 撤回･56号で再提案

 第2号 平成22年度国分寺市土地取得特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ4億6,942万8千円と定める。 継　続

 第3号 平成22年度国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ137億6,926万7千円と定める。 撤回･57号で再提案

 第4号 平成22年度国分寺市地域バス運行事業特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ3,438万5千円と定める。 継　続

 第5号 平成22年度国分寺市国民健康保険特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ95億6,026万円と定める。 

 第6号 平成22年度国分寺市老人保健（医療)特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1,225万2千円と定める。 

 第7号 平成22年度国分寺市介護保険（保険事業勘定)特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ55億9,137万4千円と定める。 

 第8号 平成22年度国分寺市後期高齢者医療特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ19億7,218万7千円と定める。 

 第9号 平成22年度国分寺市下水道事業特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ41億9,401万6千円と定める。 

 第10号 専決処分の承認について（平成21年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算(第３号)) 国民健康保険税還付金に係る歳出予算の残額に不足が生じたため、同一予算内で流用する。 承認　  全員賛成

 第11号 平成21年度国分寺市一般会計補正予算（第９号) 子ども手当システム開発委託料等の増により2億3,255万1千円を増額し、歳入歳出それぞれ383億2,331万7千円とする。 可決　  全員賛成

 第12号 平成21年度国分寺市一般会計補正予算（第10号) 消防委託事務負担金等の減により6億2,289万8千円を減額し、歳入歳出それぞれ377億41万9千円とする。 撤回･54号で再提案

 第13号 平成21年度国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計補正予算（第３号) 事業スケジュールの延伸に伴う事業費の減により1億749万7千円を減額し、歳入歳出それぞれ13億586万9千円とする。 可決　  全員賛成

 第14号 平成21年度国分寺市国民健康保険特別会計補正予算（第４号) 共同事業拠出金等の減により4億6,842万円を減額し、歳入歳出それぞれ98億1,715万8千円とする。 〃　　　　〃　

 第15号 平成21年度国分寺市老人保健（医療)特別会計補正予算（第２号)  医療諸費の減により1,341万1千円を減額し、歳入歳出それぞれ2,651万円とする。 〃　　　　〃　

 第16号 平成21年度国分寺市下水道事業特別会計補正予算（第２号) 下水道管理費、下水道建設費の減により1億1,350万3千円を減額し、歳入歳出それぞれ40億9,772万1千円とする。 〃　　　　〃　

 第17号 平成21年度国分寺市受託水道事業特別会計補正予算（第３号) 水道管理費の減により705万6千円を減額し、歳入歳出それぞれ2億1,058万5千円とする。 〃　　　　〃　

 第18号 平成21年度国分寺市介護保険（保険事業勘定)特別会計補正予算（第３号) 保険給付費の減により1億2,988万3千円を減額し、歳入歳出それぞれ54億6,903万3千円とする。 〃　　　　〃　

 第19号 平成21年度国分寺市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号) 総務費の減により440万8千円を減額し、歳入歳出それぞれ18億9,778万9千円とする。 〃　　　　〃　

 第20号 平成21年度国分寺市地域バス運行事業特別会計補正予算（第１号) 地域バス運行余剰金の確定に伴い、歳入の一般会計繰入金を減額し、地域バス運行事業余剰金を増額する。 〃　　　　〃　

 第21号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 労働基準法の改正に伴い、超過勤務手当の支給割合を改める。 〃　　　　〃　

 第22号 国分寺市消費者を守る条例の全部を改正する条例について 消費者基本法の理念を踏まえ、市と事業者等の責務、市の施策の基本事項を定め、消費生活の安定と向上を確保する。 〃　　　　〃　

 第23号 国分寺市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例について 金融機関が貸付条件の変更を認めた場合、償還期間、据置期間を当該金融機関と協議し、定めることができるようにする。 〃　　　　〃　

 第24号 国分寺市障害者センター条例の一部を改正する条例について 国分寺市障害者センター内で実施している短期入所事業の開業時間を「午後4時から翌日の午前9時まで」と定める。 〃　　　　〃　

 第25号 社会福祉法人に対する助成に関する条例の一部を改正する条例について 社会福祉法人けやきの杜に対し、土地・建物について無償貸付と改め、また国分寺市応急援護資金貸付条例を廃止する。 〃　　　　〃　

 第26号 国分寺市障害者地域活動支援センター条例について 国分寺市ワークホーム虹を障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターに移行するため、必要な事項を規定する。 〃　　　　〃　

 第27号 国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 国民健康保険税の課税方式の資産割及び平等割を段階的に廃止し、あわせて本年4月からの地方税法改正に対応する。   〃　　 賛成多数

 第28号 国分寺市保育費等検討委員会設置条例の一部を改正する条例について 国分寺市保育費等検討委員会設置条例中に引用している延長保育料に係る根拠規定を改める。   〃　　 全員賛成

 第29号 国分寺市受託水道事業特別会計条例を廃止する条例について 本年3月31日をもって東京都水道事業の事務の受託を廃止することに伴い、国分寺市受託水道事業特別会計を廃止する。 〃　　　　〃　

 第30号 国分寺市オンブズパーソンの選任について 国分寺市オンブズパーソンの任期満了に伴い、後任に河野純子氏を選任する。 同意　　　〃　  

 第31号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に小川貴英氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第32号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に角田博保氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第33号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に篠原哲氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第34号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に竹内秀一氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第35号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に田中純子氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第36号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に戸井田哲夫氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第37号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に野村武司氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第38号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に早川栄一氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第39号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に本多教義氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第40号 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の選任について 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会委員の任期満了に伴い、後任に松岡彰彦氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第41号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 国分寺市固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、後任に釘本和彦氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第42号 国分寺市建築審査会委員の選任について 国分寺市建築審査会委員の任期満了に伴い、後任に稲垣道子氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第43号 国分寺市建築審査会委員の選任について 国分寺市建築審査会委員の任期満了に伴い、後任に斉藤正氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第44号 国分寺市建築審査会委員の選任について 国分寺市建築審査会委員の任期満了に伴い、後任に柴田亮子氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第45号 国分寺市建築審査会委員の選任について 国分寺市建築審査会委員の任期満了に伴い、後任に闍橋和雄氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第46号 国分寺市建築審査会委員の選任について 国分寺市建築審査会委員の任期満了に伴い、後任に平山博氏を選任する。 〃　　　　〃　

 第47号 指定管理者の指定について 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会を、国分寺市生きがいセンターひかり及びもとまちの指定管理者に指定する。 撤回･67号で再提案

 第48号 指定管理者の指定について 日本環境マネジメント株式会社を、本町四丁目臨時自転車駐車場ほか４有料自転車等駐車場の指定管理者に指定する。 可決　  全員賛成

 第49号 指定管理者の指定について 特定非営利活動法人冒険遊び場の会を、プレイステーションの指定管理者に指定する。 〃　　　　〃　

 第50号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約について 低所得者に対する後期高齢者医療保険料の軽減対策経費を、市の一般財源から支出するため、連合規約を一部変更する。 〃　　　　〃　

 第51号 東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務の受託について 後期高齢者医療被保険者の死亡に関わる葬祭費の事務について、市が東京都後期高齢者医療広域連合より受託する。 〃　　　　〃　

 第52号 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 国分寺市福祉事務所嘱託医等の報酬の額を改定する。 〃　　　　〃　 
  る条例の一部を改正する条例について

 第53号 国分寺市まちづくり条例の一部を改正する条例について 施行後一定期間が経過後、その状況変化に対応し、まちづくりの基本理念に則した施策の推進を図るため改正する。 継　続

 第54号 平成21年度国分寺市一般会計補正予算（第10号) 消防委託事務負担金等の減により6億2,289万8千円を減額し、歳入歳出それぞれ377億41万9千円とする。 可決　  全員賛成

 第55号 東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び 平成22年3月31日に二枚橋衛生組合が解散することに伴い、東京都市公平委員会から脱退させ、規約を改正する。 〃　　　　〃　 
  東京都市公平委員会共同設置規約の変更について

 第56号 平成22年度国分寺市一般会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ411億1,300万円と定める。 継　続

 第57号 平成22年度国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ137億6,926万7千円と定める。 〃

 第58号 平成22年度国分寺市一般会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入41億5,881万6千円、歳出71億1,549万7千円と定める。 可決　  全員賛成

 第59号 平成22年度国分寺市土地取得特別会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億1,700万3千円と定める。 〃　　　　〃　

 第60号 平成22年度国分寺市国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ2億9,194万1千円と定める。 〃　　　　〃　

 第61号 平成22年度国分寺市国民健康保険特別会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ14億8,016万2千円と定める。    〃　    賛成多数 

 第62号 平成22年度国分寺市老人保健（医療)特別会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ205万3千円と定める。    〃　    全員賛成 

 第63号 平成22年度国分寺市介護保険（保険事業勘定)特別会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ9億6,274万7千円と定める。 〃　　　　〃　

 第64号 平成22年度国分寺市後期高齢者医療特別会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入2億6,640万7千円、歳出2億5,214万5千円と定める。    〃　    賛成多数 

 第65号 平成22年度国分寺市下水道事業特別会計暫定予算 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億8,336万8千円と定める。    〃　    全員賛成 

 第66号 平成21年度国分寺市一般会計補正予算（第11号) 橋梁落橋防止工事の工期延長に伴う繰越明許費と指定管理者の指定に伴う債務負担行為を設定する。 〃　　　　〃　

 第67号 指定管理者の指定について 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会を、国分寺市生きがいセンターひかり及びもとまちの指定管理者に指定する。    〃　    賛成多数 
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議会・委員会はどなたでも傍聴することができます。お問い合せは庶務担当（内467）
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